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入 札 公 告 
 

 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団における非常用自家発電設備工事に伴う一般競争入札につい

て、次のとおり公告する。 

入札参加業者は、この公告の内容を遵守するとともに、入札についての注意事項等を熟知のうえ入

札を行うこと。 

 

令和 7年 11月 19日 

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

理 事 長  行 松 英 明 

 

１． 発注者（問い合わせ先） 

〒562-0012大阪府箕面市白島三丁目 5番 50号 

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団  

担当 事務局企画指導グループ 野老
と こ ろ

山
やま

・𠮷野 

TEL 072（724）8166  FAX 072（724）8165  

メールアドレス kikaku-g@osj.or.jp 

           

２． 入札に付する事項 

（１）業務  

   東大阪養護老人ホームにおける非常用自家発電設備工事 

  

（２）業務場所 

東大阪養護老人ホーム 大阪府東大阪市新上小阪１１-２  

 

（３）工事概要   

「東大阪市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金」を活用し、非常用自家発電設備の整備を

行う。 

（消防設備、照明設備、給配管工事・電気工事等を含む。） 

 

（４）工期   

契約締結日から令和８年３月１５日まで 

 

３． 入札参加に必要な資格 

入札に参加を希望する者は、以下の要件をすべて満たしていること。 

（１）次のアからクまでのいずれにも該当しないものであること。 

（ア）成年被後見人 

（イ）民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定によ

りなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２９年法律第８９

号）第１１条に規定する準禁治産者 

（ウ）被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

（エ）民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

（オ）営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていな

いもの 

（カ）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（キ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第

１項各号に揚げる者 

（ク）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項

各号のいずれかに該当すると認められることにより、東大阪市入札参加停止要綱に基づ

く入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる
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措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。）又

はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

（２）民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第 1項又は第 2項の規定による再生手続開始の

申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 33条第 1項の再生手続開始の決定を

受けた者を除く。）、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第 1項又は第 2項の規定に

よる更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 41条第 1項の更

生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営

状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（３）府税に係る徴収金を完納していること。 

（４）消費税及び地方消費税を完納していること。 

（５）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正１１年法律第

７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年

金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されてい

る場合を除く。 

（６）建設工事競争入札参加資格審査申請書（添付書類等を含む。）又は資格審査申請用データ中の重

要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 

（７）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項の許可を受け、及び同法第 27条の 23第 2項

に規定する経営事項審査を受けている者であること。 

（８）一般競争入札の公告の日（以下「公告の日」という。）までに、建設業法（昭和 24年法律第 100

号）別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類（以下「業種」という。）のうち発注工事に対応す

る業種(以下｢対応業種｣という。)について、同法第３条第６項に規定する一般建設業又は特定

建設業の許可を公告の日までに受けた者であること。 

（９）対応業種について、（令和 6年 5月 17日）以降の日を審査基準日とする建設業法第 27条の 23

の規定による経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）の、電気工事の総合評定値 725点

以上の者（経営事項審査結果の総合評定値以外の加算点は含まない）。 

（※上記に示す年月日の設定は、入札の日から１年 7ヶ月前の日） 

（１０）公告の日から開札の日までの期間において、次のいずれにも該当しない者であること 

（ア） 東大阪市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 
 
（イ） 東大阪市入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者（建設業法第28条第３項

又は第５項の規定による営業の停止の命令であって、東大阪市の区域以外の区域又は対

応業種以外の業種に係るものを受けている者を除く。） 

（ウ） 東大阪市暴力団排除条例に基づく東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱第２条各号に

該当すると認められる者 
 
（エ） 東大阪市との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受けてい

る者（公告の日までに当該請求に係る損害賠償金を全額納付した者は該当しない。） 

（１１）入札を実施する前に、法人等に対して建設工事費を提示し、又は、建設工事費について交渉

を行うなど、正常な一般競争入札の執行を妨げる営業活動等を行うおそれがない者。 

（１２）当該法人の理事長又は理事（新設法人にあっては、法人設立発起人会の代表者又は発起人。

以下「法人の理事長又は理事等」という。）若しくはこれらの者の親族（６親等以内の血族、

配偶者又は３親等以内の姻族。以下「親族等」という。）が役員に就いている業者など、当該

法人の理事長又は理事等が特別の利害関係を有する業者でない者。 

（１３）対象工事に係る設計業務等の受注者でなく当該受注者と資本又は人事面において関連がない

者。 

（１４）東大阪市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱第３条各号に定める要件に該当

しない者。 

（１５）府の区域内に建設業法第３条第1項の許可に係る営業所を有する者であること。 
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４． 提出書類の配布方法 

当法人の HP（https://osj.or.jp/tender）の「入札公告」からダウンロードして使用すること。 

 

５． 入札参加資格の審査の申請 

この入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければ

ならない。なお、次に定める受付期間に、提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者

は、この入札に参加することが出来ない。 

（１）提出書類 

（ア）一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

（イ）連絡票（様式第 2号）  

（ウ）使用印鑑届（様式第 3号） 

（エ）印鑑登録証明書（写し可）（提出日より起算し、発行より 3か月以内のもの） 

※落札業者については、契約締結日までに原本を提出すること。 

（オ）法人の履歴事項全部証明書（写し可）（提出日より起算し、発行より 3か月以内のもの） 

（カ）建設業法第３条第６項に規定する一般建設業又は特定建設業の許可を受けていることを

証明するものの写し 

（キ）経営事項審査結果報告書の写し（審査基準日が入札の日から１年７か月前以降のもの） 

（ク）直近の決算報告書（貸借対照表・損益計算書） 

※工事請負業者が支社（支店）で契約する場合は、本社（本店）から委任状（様式第 8号）  

 その１、その３を提出すること。 

 

（２）受付期間   

令和 7年 11月 19日（水）～令和 7年 11月 26日（水） 

午前 10時～午後 5時  

 

（３）提出場所   

１.発注者（問い合わせ先）に同じ。 

 

（４）提出方法  

持参または郵送とする。なお、郵送は受付期間内に必着とし、配達状況が確認できる郵便追跡

サービスを利用すること。未着・遅延については一切考慮しない。 

 

（５）入札参加資格の審査結果の通知 

申請者には、令和 7年 12月 4日（木）までに、次に掲げる事項を記載した一般競争入札参加資

格確認結果通知書（以下「結果通知書」という。）を連絡票（様式第 2号）に記載のメールアド

レス宛に通知する。 

なお、通知期限の翌日において、いまだ通知がない場合には、１．発注者（問い合わせ先）に

連絡し確認すること。 

 

（通知内容） 

（ア）入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨。 

（イ）入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由。 

 

６． 工事概要説明書の交付および現地確認 

（１）工事概要説明書の交付 

入札参加資格を有すると認めた者に対し、「結果通知書」と共に入札参加業者担当者のメールア

ドレス宛に交付する。 

 

（２）現地確認 

現地確認は、結果通知書の通知の際に別途調整し実施する。 
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７． 工事概要等に対する質疑及び回答 

工事概要等に関して質問がある場合は、下記の期間内に質疑書（様式第 4号）をメールにて受

付けを行う。 

受付期間：令和 7年 12月 8日（月）午後 1時まで  

(１)提出先 

上記１.に記載の連絡先（メールアドレス：kikaku-g@osj.or.jp）まで 

 

(２)質疑に対する回答 

令和 7年 12月 10日（水）までに、すべての入札参加業者に対し、質疑内容についてメールに

て回答を行う。 

 

８． 入札の実施 

（１）日時 ※時間厳守 

令和 7年 12月 17日（水） 午前 10時 00分から 

場所 大阪府箕面市白島三丁目 5番 50号                      

    社会福祉法人大阪府社会福祉事業団・事務局 研修室 

 

（２）提出書類 

（ア）結果通知書（写） 

（イ）入札書（様式第 5号） 

（ウ）工事費内訳書（様式自由） 

（エ）委任状（様式第 8号）※代理人による入札の場合のみ 

 

（３）消費税の取扱い 

入札金額は消費税及び地方消費税を除いた金額で記載すること。 

 

（４）落札業者の決定 

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札業者とする。な

お、最低制限価格は設定しない。同額で落札業者となり得る者が 2者以上ある場合には、直ち

にくじ引きで落札業者を決定する。この場合において、当該入札をした者は、くじ引きを辞退

することはできない。 

 

（５）支払条件 

支払いの時期は工事完了後、請求書を受理し、補助金交付後速やかに振り込みにより支払う。 

 

（６）入札の無効 

入札参加資格のない者及び提出書類に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

 

（７）開札の方法 

全ての入札参加業者による入札が終了した後、直ちに入札場所において、全ての入札参加事業

者の立会いの下で開札し、発注者の入札執行担当者が入札金額を読み上げる。 

 

（８）再度の入札 

開札の結果、入札額のすべてが予定価格を上回るなど、落札者とすべき者がいないときは、直

ちに再度の入札を行う。再度の入札の結果、落札者とすべき者がいないときは、不調となり公

告からやり直す。 
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（９）その他 

（ア）一括下請負は一切認めない。 

（イ）入札執行日に結果通知書を持参すること。 

（ウ）入札参加業者が 2者以上集まらない場合、入札は無効となり、公告からやり直す。 

（エ）落札業者となりうる業者が 2者以上ある場合は必ずくじ引きで落札業者を決定する。 

（入札者は、くじを引くことを辞退することはできない） 

（オ）開札の結果、落札者とすべき者がいないときは、その場で直ちに再度の入札を行う。

また、一旦その場は入札不調とし、公告から手続きをやり直す場合がある。 

（カ）入札参加形態は単体企業によるものとする。 

（キ）入札保証金は、免除する。 

ただし、落札業者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100

分の 3に相当する額の違約金を徴収するものとする。 

（ク）５.（1）の提出書類作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

（ケ）当法人は提出された書類を入札参加資格の確認審査以外に申請者に無断で使用しない。 

（コ）提出された一切の書類は返却しない。  

（サ）提出した書類に虚偽があった場合、入札の参加はできないものとする。 

 

（１０）結果の公表 

落札業者名・落札金額・予定価格の公表は当法人 HPへの掲載により行う。 

※電話などによる入札結果の問い合わせには一切応じられない。 

 

以上 


